
■１０/１０トヨタＬ＆Ｆ福岡㈱社を講師に向かえ、『フォークリフトの始業前点検』講習会が各部署から 

  ２８名の方が参加し行なわれた。目的は安衛則151条の25に定められた作業開始前点検項目を 

  再確認し、日常点検の理解を深め実務に生かすこと。昨年４月の安全講習に続くものと位置付け。 

安衛則151条の25では 
①制動装置及び操縦装置の機能 
②荷役装置及び油圧装置の機能 
③車輪の異常の有無 
④前照灯、後照灯、方向指示器 
 警報装置の機能 
 を作業前に点検を行なうものと 
 されている。 

車輪の異常有無点検 

荷役、油圧装置の機能 

前、後照灯、方向指示器 
  警報装置の機能 

参加者名簿２８名 

皆さん真剣に受講されて 
おりました。 
お疲れ様でした。 

■平成24年度フォークリフト安全講習会開催（第2回）               添付資料-３-２ 
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